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『
三
国
志
』
に
見
え
る
「
分
」
に
つ
い
て

東　
　
　

晋　

次

は
じ
め
に

「
武
士
の
一
分
」
や
「
村
八
分
」
な
ど
の
日
本
の
歴
史
や
日
本
人
の

会
話
の
中
で
も
使
わ
れ
る
「
分
」
と
は
正
確
に
は
ど
う
い
う
意
味
な
の

だ
ろ
う
か
、
と
は
常
々
感
じ
て
き
た
疑
問
で
あ
っ
た
。
前
者
は
中
国
の

儒
家
の
倫
理
項
目
に
淵
源
す
る
「
大
義
名
分
」
の
「
分
」
と
類
縁
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
後
者
に
つ
い
て
は
、「
村
落
で
の
付
き
合
い
の
禁
止
」

を
意
味
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
「
分
」
の
語
に
よ
っ
て
表
さ

れ
る
の
か
。
他
に
も
歴
史
学
の
用
語
と
し
て
「
身
分
」
や
「
分
限
」
な

ど
が
あ
る）

1
（

。
そ
う
い
う
日
本
の
歴
史
の
中
の
重
要
な
語
に
「
分
」
が
含

ま
れ
て
い
る
例
が
多
い
と
す
れ
ば
、
歴
史
的
・
言
語
的
に
関
係
の
深
い

中
国
社
会
に
お
け
る
「
分
」
の
位
相
と
で
も
言
う
べ
き
問
題
は
お
お
い

に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
近
頃
気
づ
い
た
こ
と
な
の
だ

が
、
現
代
中
国
語
に
「
縁
分
」
と
か
「
情
分
」
な
る
語
が
あ
る
。
辞
書

に
は
「
縁
、
ゆ
か
り
、
関
係
」「
情
愛
、
よ
し
み
、
義
理
人
情
」
と
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
の
心
性
を
表
す
語
に
「
分
」
が
使
わ
れ
て

い
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
も

し
く
思
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
分
」
に
関
す
る
語
義
的
な
疑
問
を
抱
い
て
い
た
上

に
、
後
漢
時
代
の
士
人
た
ち
の
心
性
と
し
て
の
「
名
節
」
の
重
視
に
つ
い

て
は
す
で
に
一
度
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が）

2
（

、
こ
の
「
名
節
」
と
、
宋

代
以
降
の
儒
家
の
間
で
重
視
さ
れ
る
「
名
分
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

も
、
未
だ
明
確
な
説
明
が
で
き
な
い
で
い
る
。
三
国
時
代
に
は
「
名
分
」

は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
指
し
示
す
も
の
は
「
名
節
」
の
そ
れ
と

は
異
な
る
の
か
、
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、『
三
国
志
』
の
「
分
」

に
注
目
し
て
一
考
し
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、本
稿
執
筆
の
動
機
で
あ
る
。
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一 「
分
」
の
用
例

ま
ず
本
節
で
は
『
三
国
志
』
の
中
の
「
分
」
の
用
例
を
検
討
し
、

「
分
」
の
語
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
以
下
の
史
料
引
用
に
お

い
て
は
、『
三
国
志
』
は
省
略
し
て
巻
数
の
み
を
示
し
て
原
文
を
引
用

し
（
史
料
番
号
を
付
す
）、『
三
国
志
』
の
日
本
語
訳
解
と
し
て
拠
る
べ

き
『
世
界
古
典
文
学
全
集 

三
国
志
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
』（
筑
摩
書
房 

一
九
八
九
年
完
）
の
訳
文
を
必
要
に
応
じ
て
付
し
（
原
文
に
続
い
て

〔　

〕
で
囲
み
、
文
中
で
は
〔
筑
摩
訳
〕
と
称
す
る
）、「
分
」
の
語
義

の
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
す
る
。

「
分
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
辞
書
を
見
れ
ば
一

目
瞭
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
敢
え
て
二
つ
に
大
別
す
る
と
、
動
詞
的
な

「
分
か
つ･

分
か
れ
る
」
の
系
統
の
意
味
の
一
群
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、

名
詞
的
な
意
味
の
「
分
」
で
、「
別
」
や
「
限
」
の
基
本
的
な
も
の
か

ら
、「
名
分
」「
職
分
」
な
ど
の
熟
語
で
表
さ
れ
る
も
の
ま
で
あ
る
。
本

稿
で
は
後
者
に
着
目
し
て
史
料
を
選
択
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断

り
し
て
お
く
。

さ
て
、
ま
ず
最
初
に
挙
げ
る
例
で
あ
る
。

①　

巻
五
二
諸
葛
瑾
傳
注
引
江
表
傳
「
瑾
之
在
南
郡
、
人
有
密
讒
瑾

者
。・
・
・（
孫
）
權
報
曰
、
子
瑜
（
瑾
之
字
）
與
孤
從
事
積
年
、
恩

如
骨
肉
・
・
・
玄
徳
（
劉
備
）
昔
遣
孔
明
至
呉
、
孤
嘗
語
子
瑜
曰
、

卿
與
孔
明
同
産
、
且
弟
隨
兄
、
於
義
爲
順
、
何
以
不
留
孔
明
。・
・
・

子
瑜
答
孤
言
、
弟
亮
以
失
身
於
人
、
委
質
定
分
、
義
無
二
心
。
弟
之

不
留
、
猶
瑾
之
不
往
也
」〔
弟
の
諸
葛
亮
は
、
ひ
と
た
び
そ
の
身
を

人
に
あ
ず
け
、
礼
式
に
の
っ
と
っ
て
君
臣
の
固
め
を
い
た
し
ま
し
た

以
上
、
二
心
を
い
だ
く
道
理
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
〕

君
臣
関
係
を
結
び
（
定
分
＝
分
を
定
め
る
）、
そ
れ
に
基
づ
く
忠

（
無
二
心
）
を
示
す
か
ら
、
こ
こ
の
「
分
」
は
「
名
分
」
の
そ
れ
と
解

し
て
よ
い
。
そ
こ
に
「
義
無
二
心
」
と
あ
る
の
は
、
漢
代
以
来
の
「
君

臣
之
義
」
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
江
表
伝
に
あ
る

「
論
天
下
君
臣
大
節
一
定
之
分
」〔
こ
の
天
下
に
お
け
る
主
君
と
臣
下
の

間
に
存
す
る
大
節
と
、
お
の
お
の
が
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
定
ま
っ
た
分

と
が
論
じ
て
あ
っ
た
〕
も
同
様
で
、
君
臣
関
係
に
お
け
る
責
任
や
義
務

を
表
す
「
分
」
の
意
味
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
次
の
よ
う
な

例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

②　

巻
七
臧
洪
傳
「
主
人
（
袁
紹
）
之
於
我
也
、
年
爲
吾
兄
、
分
爲
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篤
友
、
道
乖
告
去
、
以
安
君
親
、
可
謂
順
矣
」〔
ご
主
人
と
私
の
関

係
は
、
年
齢
的
に
は
兄
に
あ
た
ら
れ
、
身
分
と
し
て
は
親
友
に
あ
た

り
ま
す
。（
し
た
が
っ
て
、
ご
主
人
が
）
道
理
に
も
と
れ
ば
辞
去
し

て
、
天
子
と
両
親
を
安
ん
ず
る
こ
と
は
道
義
に
か
な
っ
た
行
動
と
申

せ
ま
し
ょ
う
〕

こ
こ
で
の
「
分
」
を
〔
筑
摩
訳
〕
で
は
「
身
分
」
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
よ
り
も
、「（
篤
い
信
頼
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
）
関
係
」
と
し
た

方
が
日
本
語
と
し
て
ピ
ッ
タ
リ
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
袁
紹
と
臧
洪
の
関

係
は
、
袁
紹
は
臧
洪
か
ら
「
主
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
臧
洪
の
本

来
の
主
人
は
広
陵
太
守
の
張
超
（
故
主
故
吏
関
係
に
あ
る
）
で
あ
り
、

究
極
の
主
君
は
後
漢
の
献
帝
な
の
で
あ
る
。
あ
る
事
情
で
袁
紹
の
指
図

を
受
け
る
が
、
臧
洪
は
袁
紹
の
部
下
で
は
な
い
。
そ
の
事
情
と
は
、
同

じ
臧
洪
伝
に
、

（
張
）
超
遣
（
臧
）
洪
詣
大
司
馬
劉
虞
謀
、
値
公
孫
瓚
之
難
、
至
河

間
、
遇
幽
・
冀
二
州
交
兵
、
使
命
不
達
。
而
袁
紹
見
洪
、
又
奇
重

之
、
與
結
分
合
好
。
會
青
州
刺
史
焦
和
卒
、
紹
使
洪
領
青
州
以
撫
其

衆
。
洪
在
州
二
年
、
羣
盗
奔
走
。
紹
歎
其
能
、
徙
爲
東
郡
太
守
、
治

東
武
陽
。

と
あ
っ
て
、
袁
紹
の
指
示
で
刺
史･

太
守
と
な
っ
て
い
た
が
、
臧
洪
の

意
識
と
し
て
は
対
等
な
関
係
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
関
係

は
臧
洪
か
ら
い
え
ば
「
分
爲
篤
友
」、
袁
紹
側
か
ら
い
え
ば
「
結
分
合

好
」
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
す
る
と
、「
分
」
に
は
交
友
・
交
際
関
係
を

示
す
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
袁
紹
と
臧
洪
の
関
係
を
表
す
「
分
」
に
類
似
し
た

例
と
し
て
、『
文
選
』
巻
五
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る
魏
の
曹
植
「
王
仲

宣
誄
」
に
用
い
ら
れ
た
「
分
」
が
あ
る
。

吾
與
夫
子
、
義
貫
丹
青
、
好
和
琴
瑟
、
分
過
友
生
。

と
あ
り
、
小
尾
郊
一
『
全
釈
体
系
本
文
選
（
七
）』（
集
英
社 

一
九
七
六
年
）
二
七
九
頁
で
は
、「
吾
は
夫
子
と
、
義
は
丹
青
を
貫
く
。

好ヨ
シ
ミは

琴
瑟
よ
り
和
し
、
分ブ

ン

は
友イ

ウ
セ
イ生

に
過ス

ぐ
」
と
訓
読
し
、「
私
は
あ
な

た
と
、
信
義
は
丹
と
青
の
よ
う
に
不
変
で
あ
り
、
交
わ
り
は
琴
瑟
よ
り

も
調
和
し
て
、
友
人
の
関
係
を
越
え
て
い
た
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
、

「
分
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
訳
語
は
「
関
係
」
で
あ
る
。
私
流
に
訳
す

と
す
れ
ば
、「
二
人
の
間
柄
は
単
な
る
友
人
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。」

と
な
ろ
う
。『
漢
語
大
詞
典
』
で
は
、「
情
分
」「
情
誼
」
の
例
と
し
て

こ
の
曹
植
の
文
章
の
「
分
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
通
常
の
友
人
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関
係
以
上
の
深
い
心
情
的
親
和
性
を
指
し
示
す
の
に
「
分
」
が
使
用
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、曹
植
の
文
章
に
は
「
好
」

と
「
分
」
が
並
置
さ
れ
て
お
り
、
後
の
考
察
へ
の
参
考
と
な
る
。

さ
て
、
先
述
の
臧
洪
伝
の
「
分
」
と
、
こ
の
曹
植
「
王
仲
宣
誄
」
の

「
分
」
は
用
法
を
同
じ
く
す
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
人
と
人
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
深
い
意
味
合
い
で
「
分
」
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
表
面
的
に
は
「
関
係
」
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
通
り
い
っ
ぺ
ん
の
友
人
や
知
人
の
関
係
で
は
な
い
、
お
互
い
に
深

く
信
頼
し
合
っ
て
い
る
、
互
い
に
対
し
て
義
務
や
責
任
を
感
じ
、
あ
る

い
は
課
題
を
共
有
し
た
り
、
強
い
友
愛
の
気
持
を
抱
い
て
い
る
関
係
を

表
現
す
る
た
め
に
「
分
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
実
は
『
三
国
志
』
に
お
い
て
も
っ
と
も
深
い
意
味
を
蔵
し
、
現
代

の
我
々
に
と
っ
て
理
解
し
に
く
い
こ
の
「
分
」
は
、
そ
れ
以
外
の
用
法

に
お
け
る
「
分
」
の
意
味
を
も
包
含
し
、「
分
」
と
い
う
一
語
に
包
摂

さ
れ
な
が
ら
多
層
的
に
重
な
り
、
集
約
さ
れ
て
生
ま
れ
て
き
た
語
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
い
ま
そ
の
事
を
確
認
す
る
た
め
に
、『
三
国
志
』

の
「
分
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
語
義
や
用
法
は
大
体
以

下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

（
1
）「
関
係
・
間
柄
」
の
分

③　

巻
四
・
三
少
帝
（
齊
王
芳
）
紀
正
始
八
年
「
冬
十
二
月
、
散
騎

常
侍
諫
議
大
夫
孔
乂
奏
曰
、・
・
・
今
天
下
已
平
、
君
臣
之
分
明
、

陛
下
但
當
不
懈
于
位
、・
・
・
天
下
之
福
、
臣
子
之
願
也
」〔
現
在
、

天
下
は
す
で
に
平
定
さ
れ
、
君
と
臣
の
け
じ
め
も
は
っ
き
り
と
し
て

お
り
ま
す
〕

④　

巻
四
六
孫
策
傳
注
引
呉
録 

「（
孫
）
策
母
呉
氏
曰
、（
王
）
晟
與

汝
父
有
升
堂
見
妻
之
分
」〔
孫
策
の
母
の
呉
氏
が
言
っ
た
、「
王
晟

は
、
お
ま
え
の
父
上
と
は
奥
座
敷
に
通
り
妻
と
挨
拶
す
る
よ
う
な
親

し
い
関
係
で
あ
り
ま
し
た
」〕

こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
「
分
」
の
特
徴
は
、『
荀
子
』
の
「
天
人
之
分
」

に
も
通
じ
る
「
君
と
臣
の
区
別
・
関
係
」（
史
料
③
）
と
か
、
人
間
関

係
の
濃
密
度
（
史
料
④
）
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
巻
五
四
周
瑜
伝
注

引
江
表
伝
に
「
孫
策
令
曰
、
周
公
瑾
英
俊
異
才
、
與
孤
有
総
角
之
好
、

骨
肉
之
分
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
分
」
も
間
柄
を
表
す
も
の
で
あ
ろ

う
。「
君
臣
の
区
別
・
関
係
」
の
場
合
は
単
な
る
間
柄
で
は
な
く
、
君

は
君
と
し
て
、
臣
は
臣
と
し
て
の
あ
る
べ
き
在
り
方
を
要
請
さ
れ
て
い
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臧
洪
の
こ
の
言
は
、
先
の
引
用
の
続
き
で
、
袁
紹
に
命
ぜ
ら
れ
た
陳

琳
か
ら
の
「
喩
以
禍
福
、
責
以
恩
義
」
と
い
う
内
容
の
書
信
に
応
え
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
曹
操
に
攻
め
ら
れ
た
張
超
を
救
う
べ
く
「
結
分

合
好
」
の
間
柄
に
あ
る
袁
紹
に
援
助
を
要
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

袁
紹
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
臧
洪
は
袁
紹
を
恨

み
、
遂
に
絶
交
し
た
の
で
あ
る
。「
忠
孝
之
名
」
は
張
超
に
対
し
て
、

「
交
友
之
分
」
は
袁
紹
に
対
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
交
友
之

分
」
は
「
交
友
之
道
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
分
＝
道
で
あ

り
、〔
筑
摩
訳
〕
は
「
交
友
の
義
理
」
と
訳
出
し
て
い
る
。

⑥　

巻
十
五
梁
習
傳
「
初
、
済
陰
王
思
與
（
梁
）
習
倶
爲
西
曹
令

史
。
思
因
直
日
白
事
、
失
太
祖
指
。
太
祖
大
怒
、
教
召
主
者
、
将
加

重
辟
。
時
思
近
出
、
習
代
往
對
、
已
被
収
執
矣
、
思
乃
馳
還
、
自
陳

己
罪
、
罪
應
受
死
。
太
祖
歎
習
之
不
言
、
思
之
識
分
、
曰
何
意
吾
軍

中
有
二
義
士
乎
」〔
太
祖
は
、
梁
習
の
人
の
こ
と
を
言
わ
な
い
態
度

と
王
思
の
責
任
を
わ
き
ま
え
た
態
度
と
に
感
心
し
て
い
っ
た
。「
わ

が
軍
中
に
二
人
の
義
士
が
い
よ
う
と
は
思
い
が
け
な
か
っ
た
わ
い
」〕

梁
習
と
王
思
の
二
人
の
、
一
方
が
同
僚
を
か
ば
い
、
他
方
が
自
ら
の

責
任
を
と
る
べ
く
行
動
し
て
互
い
を
か
ば
い
合
っ
た
話
で
あ
る
が
、
王

る
、
と
い
う
意
味
で
の
義
務･

責
任
＝
分
が
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
。

そ
れ
ら
が
次
の
諸
例
で
あ
る
。

（
2
）「
責
任
」「
道
義
」「
義
務
」「
義
理
」
の
分

『
礼
記
』「
礼
運
」
に
「
男
有
分
、
女
有
帰
」
と
あ
り
、
鄭
玄
の
注
は

「
分
猶
職
也
」
と
な
っ
て
い
る
。「
職
分
」
の
語
は
こ
こ
か
ら
生
じ
て
く

る
の
で
あ
ろ
う）

3
（

。
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
「
分
」
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
表

現
の
仕
方
が
あ
る
。

⑤　

巻
七
臧
洪
傳
「
謀
計
棲
遲
、
喪
忠
孝
之
名
、

策
攜
背
、
虧
交

友
之
分
。
揆
此
二
者
、
與
其
不
得
已
、
喪
忠
孝
之
名
與
虧
交
友
之

道
、
軽
重
殊
塗
、
親
疏
異
畫
、
故
便
収
涙
告
絶
」〔（
救
助
の
）
計
画

が
遅
延
す
れ
ば
、
忠
孝
の
名
を
失
う
こ
と
に
な
り
、

を
つ
え
つ
い

て
（
主
人
の
も
と
を
）
離
れ
去
れ
ば
、
交
友
の
義
理
に
欠
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
比
較
い
た
し
、（
ど
ち
ら
か
を

犠
牲
に
す
る
の
が
）
や
む
を
え
な
い
と
な
れ
ば
、
忠
孝
の
名
を
失
う

こ
と
と
交
友
の
道
に
欠
け
る
こ
と
と
で
は
、
軽
重
ま
っ
た
く
異
な

り
、
親
疎
画
然
と
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
涙
を
ぬ
ぐ
っ
て
絶
交

を
宣
言
し
た
の
で
す
〕
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思
の
方
に
「
識
分
」
と
あ
る
の
は
、
王
思
に
「
責
任
」
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
部
分
に
は
裴
松
之
の
注
が
あ
り
、

臣
松
之
以
爲
、・
・
・
若
使
（
王
）
思
不
引
分
、
主
不
加
恕
、
則
所

謂
自
經
於
溝
瀆
而
莫
之
知
也
。（
梁
）
習
之
死
義
者
、
豈
其
然
哉
。

と
な
っ
て
い
て
、
裴
松
之
は
「
引
分
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
な

お
、
裴
松
之
の
評
価
は
と
も
か
く
、
こ
の
二
人
を
曹
操
が
「
義
士
」
と

評
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

⑦　

巻
十
八
龐

傳
注
引
皇
甫
謐
列
女
傳
「
酒
泉
烈
女
龐
娥
親

者
、・
・
・
遂
抜
其
刀
以
載
（
父
讐
李
）
壽
頭
、
持
詣
都
亭
、
帰
罪

有
司
。・
・
・
時
禄
福
長
漢
陽
尹
嘉
不
忍
論
娥
親
、
即
解
印
綬
去
官
、

弛
法
縦
之
。
娥
親
曰
讐
塞
身
死
、
妾
之
明
分
也
。
治
獄
制
刑
、
君
之

常
典
也
。・
・
・
娥
親
抗
聲
大
言
曰
、
枉
法
逃
死
、
非
妾
本
心
。
今

讐
人
已
雪
、
死
則
妾
分
、
乞
得
歸
法
以
全
国
體
」

⑧　

巻
七
呂
布
傳
注
引
魚
氏
典
略
「
陳
宮
・
・
・
及
天
下
亂
始
隨
太

祖
、
後
自
疑
、
乃
從
呂
布
。・
・
・
下

敗
、
軍
士
執
布
及
宮
。・
・
・

太
祖
笑
曰
、
今
日
之
事
當
云
何
。
宮
曰
、
爲
臣
不
忠
、
爲
子
不
孝
、

死
自
分
也
」〔
臣
下
と
し
て
は
不
忠
者
で
あ
り
、
子
供
と
し
て
は
親

不
孝
者
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
殺
さ
れ
る
の
は
自
業
自
得
だ
〕

⑦
の
二
箇
所
の
「
分
」
は
同
じ
意
味
で
、〔
筑
摩
訳
〕
は
「
さ
だ
め
」

と
訳
出
す
る
。
こ
の
「
分
」
は
比
較
的
理
解
し
や
す
い
。
⑧
の
最
後
の

一
句
は
「
死
は
自
ら
の
分
な
り
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。

⑨　

巻
九
曹
爽
傳
注
引
魏
末
傳
「（
曹
爽
）
作
書
與
宣
王
曰
、
賤
子

爽
哀
惶
恐
怖
、
無
状
招
禍
、
分
受
屠
滅
・
・
・
」〔
悪
行
に
よ
っ
て

災
禍
を
招
い
た
の
で
す
か
ら
、
一
族
皆
殺
し
に
な
っ
た
と
て
当
然
で

ご
ざ
い
ま
す
〕

⑩　

巻
八
公
孫
淵
傳
注
引
魏
略
「
臣
被
服
光
榮
、
恩
情
未
報
、
而
以

罪
釁
、
自
招
譴
怒
、
分
當
即
戮
、
爲
衆
社
戒
」〔
私
は
輝
か
し
い
栄

誉
を
受
け
、
い
ま
だ
ご
恩
返
し
も
で
き
ま
せ
ぬ
う
ち
に
、
か
え
っ
て

罪
過
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
お
叱
り
と
お
怒
り
を
招
い
て
し
ま
い
、

当
然
死
刑
に
処
せ
ら
れ
、
国
家
の
み
せ
し
め
に
さ
れ
る
の
が
、
分
相

応
で
ご
ざ
い
ま
し
た
〕

⑨
と
⑩
の
例
は
、「
分
當
○
○
」
と
い
う
形
に
な
る
べ
き
だ
が
、
⑨
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の
「
分
受
屠
滅
」
は
四
字
句
に
す
る
た
め
に
「
當
」
を
省
略
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
⑩
の
如
く
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
⑤
〜
⑩
の
例
は
、（
1
）
の
「
関
係
・
間
柄
」
を
表
す
「
分
」

を
含
み
な
が
ら
も
、
後
に
紹
介
す
る
森
三
樹
三
郎
氏
の
言
う
「
名
分
＝

名
実
」
の
「
分
」
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
「
そ
の
人
間
関
係
や
職
位
あ
る

い
は
行
為
に
対
応
し
た
分
け
前･
割
り
あ
て
」
の
意
味
で
あ
り
、「
義

務
や
責
任
あ
る
い
は
生
死
の
帰
結
」
を
「
分
」
は
包
含
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
「
分
」
に
は
共
通
す
る
「
根
底
義
」
が
あ
り
、
分
割
（
分
節
）

さ
れ
た
モ
ノ
の
一
つ
を
「
分
か
ち
持
つ
」
と
も
い
う
べ
き
意
味
合
い

で
、
義
務
や
責
任
な
ど
を
「
分
か
ち
合
う
（
こ
と
）」
で
あ
る）

4
（

。
つ
ま

り
、「
互
い
に
義
務
や
責
任
を
受
け
持
つ
」
こ
と
で
あ
り
、「
も
や
い
」

で
あ
り
、
現
代
日
本
語
で
言
え
ば
、
さ
し
ず
め
「
シ
ェ
ア
す
る
」
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、「
分
」
に
は
（
1
）
や
（
2
）
の
含
意
を
越
え
、「
情

愛
」
や
「
恩
義
」、「
課
題
の
分
有
」
等
を
含
ん
で
用
い
ら
れ
た
場
合
が

あ
る
。
次
の
（
3
）
の
よ
う
な
諸
例
で
あ
る
。

（
3
）「
結
分
」「
推
分
」「
分
義
」「
分
厚
」
な
ど

Ａ
「
結
分
合
好
」

⑪　

巻
七
臧
洪
傳
「
袁
紹
見
（
臧
）
洪
、
又
奇
重
之
、
與
結
分
合

好
」〔
袁
紹
は
臧
洪
と
会
見
し
て
、
や
は
り
彼
を
評
価
し
て
尊
重
し
、

友
好
関
係
を
結
ん
だ
の
だ
っ
た
〕

こ
れ
は
す
で
に
史
料
②
の
説
明
の
際
に
引
用
し
た
が
、「
與
結
分
合
好
」

は
「
と
も
に
分
を
結
び
、好
み
を
合
す
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。「
結
分
」

と
あ
る
か
ら
に
は
、「
分
を
結
ぶ
」
つ
ま
り
「
関
係
に
由
来
す
る
義
務･

責
任
を
二
人
で
担
う
こ
と
を
承
認
し
合
う
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の

か
。「
合
好
」
は
も
ち
ろ
ん
友
好
関
係
を
打
ち
立
て
る
意
味
に
ち
が
い
な

い
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
の
「
結
分
」
は
、
袁
紹
や
臧
洪
ら
の
周
辺
の
人

間
関
係
に
よ
く
あ
る
「
任
俠
的
結
合
」
に
近
い
友
誼
の
関
係
と
と
も
に
、

そ
こ
か
ら
生
じ
る
二
人
を
拘
束
す
る
責
任
や
義
務
の
確
認
を
と
も
な
っ

た
結
合
関
係
を
指
し
示
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
巻
十
荀
彧
伝
に
、

（
荀
）
彧
曰
（
郭
）
貢
與
（
張
）
邈
等
、
分
非
素
結
也
、
今
来
速
、

計
必
未
定
。
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と
あ
り
、〔
郭
貢
と
張
邈
ら
は
、
立
場
上
平
素
か
ら
結
託
し
て
い
た
は

ず
は
な
い
。
い
ま
い
ち
早
く
や
っ
て
き
た
の
は
、
謀
り
ご
と
が
ま
だ
決

ま
っ
て
い
な
い
か
ら
に
ち
が
い
な
い
〕
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
荀
彧
伝

に
よ
れ
ば
、
張
邈
が
結
ん
で
い
た
の
は
陳
宮
と
呂
布
で
、
豫
州
刺
史
の

郭
貢
と
の
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
郭
貢
が
数
万
の
軍
を
率
い
て
荀

彧
の
陣
営
に
や
っ
て
き
た
そ
の
「
今
来
速
」
の
理
由
は
よ
く
は
解
ら
な

い
の
だ
が
、
郭
貢
が
荀
彧
に
会
っ
て
話
を
し
た
い
と
申
し
出
た
こ
と
を

も
と
に
、
張
邈
ら
と
郭
貢
と
が
以
前
か
ら
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
現
時
点
に
お
け
る
張
邈
ら
と
郭
貢
の
連
合
に
よ
る
軍
事

的
脅
威
は
な
い
と
荀
彧
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
は
、
強

固
な
結
合
関
係
が
ず
っ
と
以
前
か
ら
郭
貢
と
張
邈
の
間
に
実
現
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
「
結
分
関
係
」
と
一
時
的
な
同
盟
関

係
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
袁
紹
と
臧
洪
の
関
係
に
つ
い
て
、『
後
漢
書
』
臧
洪
伝
で
は
、

「
袁
紹
見
洪
、
甚
奇
之
、
與
結
友
好
」
と
な
っ
て
い
る
。『
三
国
志
』
の

「
結
分
合
好
」
が
『
後
漢
書
』
で
は
「
結
友
好
」
と
な
っ
て
お
り
、
単

に
「
友
好
関
係
を
結
ん
だ
」
の
意
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、

「
分
」
は
「
友
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
の
よ
う
に
見
え
る
。
同

様
の
こ
と
は
、
後
に
史
料
⑮
の
「
分
義
」
の
項
で
も
触
れ
る
が
、『
後

漢
書
』
は
「
友
」、
裴
松
之
注
引
の
『
先
賢
行
状
』
で
は
「
分
義
」
と

な
っ
て
い
て
、『
後
漢
書
』
と
『
三
国
志
』
と
で
は
書
法
に
相
違
が

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、「
友
好
」
や
「
結
好
」
と
「
結
分
」
に

そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
よ
う
に
一
見
み
え
る
の
だ
が
、「
友
」
と
か

「
好
」
と
か
の
交
友
関
係
を
表
す
語
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
如

く
、「
分
」
の
方
が
よ
り
深
い
意
味
を
帯
び
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
後
漢
書
』
で
は
「
友
」
と
か
「
好
」
と
い

い
、『
三
国
志
』
で
は
「
分
」
を
用
い
る
の
は
何
故
な
の
か
、
と
い
う

疑
問
は
現
在
の
と
こ
ろ
解
け
て
は
い
な
い
。

⑫　

巻
四
七
孫
權
傳
「（
赤
烏
元
年
）
有
詔
責
數
諸
葛
瑾
・
歩
騭
・

朱
然
・
呂
岱
等
曰
・
・
・
且
布
衣
韋
帯
、
相
與
交
結
、
分
成
好
合
、

尚
汚
垢
不
異
。
今
日
諸
君
與
孤
從
事
、
雖
君
臣
義
存
、
猶
謂
骨
肉
不

復
是
過
」〔
そ
れ
に
、
ま
た
、
ま
だ
身
分
の
な
か
っ
た
と
き
に
、
互

い
に
交
わ
り
を
結
び
意
気
投
合
し
た
者
は
、
た
と
え
相
手
が
世
間
か

ら
蔑
視
さ
れ
る
よ
う
な
境
遇
に
お
ち
い
っ
た
と
し
て
も
、
心
を
変
え

る
こ
と
は
せ
ぬ
も
の
だ
。
今
日
、
諸
君
は
私
と
と
も
に
天
下
統
一
の

仕
事
に
従
事
し
て
お
り
、
君
臣
の
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
、
肉
親
に

も
勝
る
親
密
な
あ
い
だ
が
ら
な
の
で
あ
る
〕
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「
相
與
交
結
、
分
成
好
合
」
は
「
相
い
と
も
に
交
結
し
、
分
は
成
り

好
は
合
す
」
と
読
む
べ
き
か
。「
交
結
」
の
「
結
」
の
目
的
語
と
し
て

次
句
の
「
分
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
成
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
好
を
合

す
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
「
分
」
に

は
「
課
題
の
分
有
」
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
読
み
取
れ
る
。

Ｂ
「
推
結
分
好
」（「
推
分
而
結
好
」）

⑬　

巻
四
六
孫
策
傳
注
引
江
表
傳
「（
孫
）
堅
爲
朱
儁
所
表
、
爲
佐

軍
、
留
家
著
壽
春
。（
孫
）
策
年
十
餘
歳
、
已
交
結
知
名
、
聲
譽
發

聞
。
有
周
瑜
者
、
與
策
同
年
、
亦
英
達
夙
成
、
聞
策
聲
聞
、
自
舒
來

造
焉
。
便
推
結
分
好
、
義
同
斷
金
。
勸
策
徙
居
舒
、
策
從
之
」〔
孫

策
の
評
判
を
聞
い
た
周
瑜
は
、
舒
か
ら
や
っ
て
来
て
孫
策
を
訪
れ
、

た
ち
ま
ち
二
人
は
相
手
を
認
め
合
っ
て
友
情
を
結
び
、
二
人
の
友
情

の
堅
さ
は
金
属
を
も
断
ち
切
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
〕

こ
の
史
料
の
「
推
結
分
好
」
に
つ
い
て
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
六
一

（
漢
紀
五
三
）「
献
帝
興
平
元
年
条
」
に
、

（
孫
）
策
年
十
餘
歳
、
已
交
結
知
名
。
舒
人
周
瑜
與
策
同
年
、
亦

英
達
夙
成
、
聞
策
聲
問
、
自
舒
來
造
焉
、
便
推
結
分
好
、
勸
策
徙

居
舒
、
策
從
之
。

と
あ
り
、「
推
結
分
好
」
に
胡
三
省
が
「
推
分
而
結
好
也
」
と
注
し
て

い
る
。「
推
結
分
好
」
を
〔
筑
摩
訳
〕
で
は
胡
三
省
に
従
い
、「
相
手
を

認
め
合
っ
て
友
情
を
結
び
」
と
な
っ
て
い
る
。「
推
分
而
結
好
」
と
読

ん
だ
場
合
、
こ
こ
の
「
推
分
」
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
は
な
は
だ
難
解
で
あ
る
。

「
推
分
」
に
つ
い
て
『
漢
語
大
詞
典
』
を
参
照
す
る
と
、『
晋
書
』

「
王
導
伝
」
の
「
及
劉
隗
用
事
、（
王
）
導
漸
疏
遠
、
任
真
推
分
、
澹
如

也
」
を
引
用
し
、「
推
分
」
の
意
味
を
「
謂
守
分
自
安
」
と
す
る
。『
大

漢
和
辞
典
』
で
は
「
己
の
分
限
を
推
し
量
っ
て
、
そ
れ
に
安
ん
ず
る
」

と
解
す
る
。
筆
者
は
、『
晋
書
』「
王
導
伝
」
の
「
推
分
」
は
、「
現
在

の
政
治
状
況
に
お
け
る
自
分
の
位
置
、
劉
隗
ら
権
力
者
と
の
政
治
的
関

係
を
推
し
量
り
」
の
意
味
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
こ
こ
の
「
分
」

は
、「
人
間
関
係･

交
友
関
係
の
様
態
か
ら
く
る
自
己
の
位
置
や
爲
す

べ
き
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
孫
策
と
周
瑜
の
場
合

は
、
廬
江
の
名
家
出
身
の
周
瑜
と
、
よ
う
や
く
頭
角
を
現
し
て
き
た
孫

堅
の
息
子
孫
策
、
す
で
に
激
動
し
つ
つ
あ
る
江
南
社
会
の
今
後
に
対
し

て
志
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
若
者
同
士
が
、
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
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立
場
に
応
じ
た
責
任
を
自
覚
し
、
相
互
の
協
力
関
係
を
誓
い
合
う
（
結

好
）、
と
い
う
意
味
に
こ
こ
で
は
解
し
て
お
き
た
い
。「
推
」
は
「
度ハ

カ

る
・
知
る
」
の
意
で
あ
り
、
た
が
い
の
立
場
に
と
も
な
う
責
任
や
義

務
、
将
来
に
向
け
て
の
志
向
を
相
互
に
理
解
し
合
う
、
の
意
か
ら
、

〔
筑
摩
訳
〕
も
「
相
手
を
認
め
合
っ
て
」
と
訳
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
結
好
」
に
つ
い
て
言
う
と
、「
よ
し
み
を
結
ぶ
、
近
づ
き
に
な
る
、

近
づ
き
親
し
む
」
の
意
味
で
、『
周
礼
』
春
官
典
瑞
の
「
琬
圭
以
治
徳
、

以
結
好
」
や
『
後
漢
書
』
劉
焉
伝
の
「
劉
璋
因
遣
別
駕
從
事
張
松
派
遣

詣
（
曹
）
操
而
操
不
相
接
礼
、
松
懐
恨
而
還
。
勧
璋
絶
曹
氏
、
而
結
好

劉
備
」
の
例
が
あ
る
。

Ｃ
「
分
好
」

⑭　

巻
五
二
歩
隲
傳
「
至
於
三
君
分
好
、
卒
無
虧
損
、
豈
非
古
人
交

哉
」〔
三
君
の
友
情
で
結
ば
れ
た
関
係
の
ほ
う
は
、
こ
ん
な
こ
と
で

欠
け
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
古
人
の
敦
い
交
わ
り
の
そ

の
ま
ま
の
再
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
〕

こ
こ
で
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
朱
起
鳳
『
辞
通
』
が
「
交
好
」「
友

好
」「
分
好
」
の
三
語
を
挙
げ
、「
按
、
交
友
両
字
漢
隷
形
相
混
、
石
交

亦
作
石
友
、
是
其
例
也
、
交
字
作
分
、
草
書
形
近
而
訛
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
つ
ま
り
「
交
好
」「
友
好
」「
分
好
」
の
三
語
は
「
交
好
」
か

「
友
好
」
に
収
斂
す
べ
き
で
あ
り
、「
分
好
」
は
「
交
好
」
の
「
訛
」
で

あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
あ
る
い

は
こ
こ
の
「
分
好
」
は
「
推
分
結
好
」
の
省
略
形
か
と
も
思
わ
れ
る
。

な
お
、
史
料
⑫
に
み
え
る
「
相
與
交
結
、
分
成
好
合
」
に
つ
い
て
、

『
辞
通
』
に
謂
う
「
分
↓
交
」
に
し
た
が
っ
て
「
相
與
交
結
、
交
成
好

合
」
と
す
る
可
能
性
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

Ｄ
「
分
義
」

⑮　

巻
十
三
鍾
繇
傳
注
引
先
賢
行
状
「
鍾
皓
・
・
・
爲
郡
功
曹
。
時

太
丘
長
陳
寔
爲
西
門
亭
長
、
皓
深
獨
敬
異
。
寔
少
晧
十
七
歳
、
常
禮

待
與
同
分
義
」〔
陳
寔
は
鍾
晧
よ
り
十
七
歳
若
か
っ
た
が
、（
鍾
晧

は
）
つ
ね
に
礼
を
尽
く
し
て
も
て
な
し
、
彼
と
友
情
を
わ
か
ち
あ
う

こ
と
と
な
っ
た
〕

先
述
の
如
く
、『
後
漢
書
』
鍾
皓
伝
で
は
「
同
郡
陳
寔
年
不
及
皓
、

皓
引
與
爲
友
」
と
あ
っ
て
、「
分
」
を
用
い
な
い
。
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⑯　

巻
十
三
華
歆
傳
「（
華
）
歆
謂
（
孫
）
權
曰
、
将
軍
奉
王
命
、

始
交
好
曹
公
、
分
義
未
固
、
使
僕
得
爲
将
軍
効
心
、
豈
不
有
益
乎
」

〔
華
歆
は
孫
権
に
向
っ
て
述
べ
た
。「
将
軍
は
王
命
を
か
し
こ
み
、
曹

公
と
よ
し
み
を
通
じ
た
ば
か
り
で
、
た
が
い
の
交
情
も
ま
だ
固
ま
っ

て
は
お
り
ま
せ
ん
。
僕
が
将
軍
の
た
め
に
心
を
尽
く
せ
る
よ
う
に
し

て
下
さ
れ
ば
、
有
益
か
と
思
い
ま
す
」〕

こ
の
条
で
は
、「
交
好
」
と
「
分
義
」
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。〔
筑
摩
訳
〕
の
「
た
が
い
の
交
情
も
ま
だ
固
ま
っ

て
い
な
い
」
と
い
う
「
交
情
」
に
微
か
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
単
な
る

「
交
好
」
関
係
よ
り
も
も
っ
と
深
い
関
係
＝
分
義
は
ま
だ
で
き
あ
が
っ

て
い
な
い
、
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

⑰　

巻
四
七
孫
權
傳
注
引
魏
略
「
及
文
帝
即
王
位
、
權
乃
遣
（
浩
）

周
、
爲
牋
魏
王
曰
、・
・
・
又
曰
・
・
・
權
世
受
寵
遇
、
分
義
深
篤
、

今
日
之
事
、
永
執
一
心
、
惟
察
慺
慺
慺
慺
、
重
垂
含
覆
」〔
私
孫
権
は
、

世
々
厚
い
ご
寵
愛
を
賜
わ
り
、
深
い
ご
恩
義
関
係
を
お
結
び
い
た
だ

い
て
、
た
だ
い
ま
私
が
務
め
ま
す
べ
き
は
、
と
わ
に
誠
の
心
を
も
っ

て
お
仕
え
い
た
す
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
〕

「
分
義
深
篤
」
を
〔
筑
摩
訳
〕
が
「
深
い
ご
恩
義
関
係
」
と
訳
出
す

る
の
に
は
理
由
が
あ
り
、
魏
王
宛
の
牋
で
孫
権
は
、
先
王
の
曹
操
時
代

以
来
の
呉
王
へ
の
厚
遇
に
深
謝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
国
の
指
導
者

の
単
な
る
外
交
辞
令
で
あ
れ
ば
、「
分
義
」
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
孫
権
側
か
ら
の
駆
け
引
き
も
含

め
た
、
魏
朝
の
恩
遇
に
対
す
る
謝
意
の
表
出
を
含
ん
だ
表
現
と
し
て

「
分
義
深
篤
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
、
と
す
れ
ば
、

「
分
義
」
と
は
単
な
る
「
友
好
」
よ
り
も
重
い
こ
と
ば
と
な
ろ
う
。

⑱　

巻
四
七
孫
權
傳
「
又
孤
與
君
分
義
特
異
、
榮
戚
實
同
来
」〔
加

う
る
に
、
私
と
あ
な
た
と
は
、
他
人
行
儀
の
間
柄
で
は
な
い
。
喜
び

も
悲
し
み
も
す
べ
て
と
も
に
し
て
き
た
〕

こ
こ
に
言
う
「
君
」
は
陸
遜
の
こ
と
で
あ
る
。
孫
権
は
兄
孫
策
の
女

を
陸
遜
に
娶
ら
せ
た
の
だ
が
、
そ
う
い
う
関
係
を
「
分
義
特
異
」
と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
分
義
」
の
解
釈
と
し
て
は
、『
荀
子
』「
強
国
」
の
「
礼
学
則
修
、
分

義
則
明
」
の
楊
倞
注
に
「
分
、
謂
上
下
有
分
、
義
、
謂
各
得
其
宜
」
と

あ
る
よ
う
に
「
上
下
の
分
を
よ
く
遵
守
す
る
」
の
意
味
も
あ
る
が
、
⑮
〜

⑱
の
「
分
義
」
は
す
べ
て
、『
北
斉
書
』
巻
十
八
司
馬
子
如
伝
に
あ
る
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（
4
）「
分
爲
篤
友
」「
分
過
友
生
」
の
分

冒
頭
の
「
分
」
の
解
釈
で
挙
げ
た
こ
の
二
つ
の
例
は
理
解
し
に
く
い

も
の
で
あ
る
。
単
純
に
（
1
）
の
「
関
係･

間
柄
」
の
意
に
と
り
、

「
そ
の
関
係
は
篤
友
で
あ
る
」「
そ
の
間
柄
は
友
人
以
上
の
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
程
度
に
こ
の
「
分
」
を
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
（
2
）
の
義
務
や
義
理
、（
3
）
の
情
愛
や
恩
義
、

課
題
の
分
有
の
「
分
」
を
も
包
含
し
た
う
え
で
の
「
深
い
関
係
」
の
意

に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う）

5
（

。

以
上
の
検
討
か
ら
、「
分
」
と
は
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
以
下
の
よ

う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

「
政
治･

社
会
的
な
関
係
の
認
識
、
関
係
を
支
え
合
い･

分
担
す
る
と

い
う
合
意
や
協
力
の
意
識
、
課
題
解
決
へ
の
責
任
や
道
義
性
、
人
的
結

合
関
係
に
お
け
る
友
愛
性
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
の
（
1
）
〜

（
4
）
の
分
類
の
中
で
、（
1
）
の
「
関
係
」
に
は
じ
ま
り
、（
2
）
の

「
責
任
」
や
「
義
務
」
を
表
す
「
分
」
に
展
開
し
、（
3
）
の
「
情
愛
」

や
「
恩
義
」、「
課
題
の
分
有
」
を
示
す
「
分
」
に
も
浸
透
し
、
そ
し
て

史
料
⑱
や
⑲
の
「
分
義
」
や
「
分
厚
」
に
至
り
、
究
極
的
に
は
史
料
②

の
「
分
爲
篤
友
」
や
曹
植
の
「
分
過
友
生
」
に
ま
で
昇
華
し
て
い
く
、

子
如
少
機
警
、
有
口
辯
、
好
交
遊
豪
傑
、
與
高
祖
相
結
託
、
分
義

甚
深
。

の
「
分
義
」
に
共
通
し
て
い
よ
う
。

Ｅ
「
恩
深
分
厚
」

⑲　

巻
七
臧
洪
傳
「
僕
小
人
也
、
本
因
行
役
、
寇
竊
大
州
、
恩
深
分

厚
」〔
私
は
つ
ま
ら
ぬ
人
間
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
も
と
も
と
使
者
と

し
て
当
地
に
ま
い
っ
た
因
縁
か
ら
、
大
き
な
州
（
青
州
）
を
分
不
相

応
に
も
治
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
う
む
っ
た
ご
恩
は
深
く
、
待
遇

は
手
厚
か
っ
た
の
で
す
〕

こ
こ
で
の
臧
洪
の
発
言
は
、
袁
紹
が
陳
琳
に
手
紙
を
書
か
せ
臧
洪
を

恩
義
に
背
い
た
と
非
難
さ
せ
た
こ
と
に
対
す
る
回
答
な
の
で
あ
る
が
、

先
の
「
結
分
」
の
解
釈
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
は
〔
筑
摩
訳
〕
の
よ
う
に

「
待
遇
」
と
は
せ
ず
に
、「
恩
義
」
に
見
合
う
信
頼
・
友
誼
の
関
係
が
厚

か
っ
た
、
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
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と
い
っ
た
態
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
分
」
の
意
味
の
一
つ
に
、「
均
し
く
分
け
る･

分
担
す
る･

担
う･

負
う
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
出
典
と
し
て
は
『
春
秋
左
氏
伝
』「
僖

公
元
年
」
の
「
救
患
分
災
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
困
難
や
課
題
を
分
か

ち
合
う
」
と
い
う
了
解
が
複
数
の
人
間
の
間
で
結
ば
れ
る
こ
と
が
、

「
分
爲
篤
友
」
と
か
「
分
過
友
生
」
と
い
う
表
現
を
支
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
関
係
は
三
国
時
代
の
よ
う
な
対
立
と
混
乱
の
激
し

い
時
代
に
は
切
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
国
時
代
に
は
任
俠

的
結
合
が
盛
ん
と
な
る
が
、
そ
う
い
う
関
係
に
お
い
て
は
「
然
諾
を
重

ん
ず
」
と
か
「
人
は
己
を
知
る
者
の
た
め
に
死
す
」
と
い
っ
た
、
互
い

を
認
め
合
い
、
尊
重
し
合
う
、
と
い
う
気
分
が
濃
厚
に
あ
り
、「
人
の

危
難
に
赴
く
」
と
い
う
友
愛
行
動
も
顕
著
で
あ
る
。
か
か
る
関
係
を

「
分
」
の
語
で
以
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、「
分
」
は
「
共
」
や
「
協
」
の
よ
う
に
「
持
ち
寄
る･
合

わ
せ
る
」
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
を
「
分
け
る･

分
か
つ
」
こ
と
で

「
分
け
前
・
割
り
あ
て
」
を
あ
ら
わ
す
。
言
い
換
え
れ
ば
全
体
の
あ
る

部
分
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
部
分
に
自
己
の
「
権
利
・
利
益
」
を

有
し
、
そ
れ
と
裏
腹
に
全
体
へ
の
「
義
務･

義
理
」
を
引
き
受
け
る
、

そ
う
い
う
形
で
「
共
（
協
）
同
性
」
も
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
現
代
中
国
語
の
「
縁
分
」「
情
分
」
も
、
主

た
る
意
味
は
「
縁
」
や
「
情
」
に
あ
る
と
し
て
も
、
二
人
あ
る
い
は
複

数
の
人
間
関
係
に
お
け
る
「
心
情
の
分
か
ち
合
い
」
を
「
分
」
が
表
し

て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
納
得
が
い
く
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。二 「

名
分
」
と
「
名
節
」

「
名
分
」
と
「
名
節
」
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
拙
稿
「
東
漢

名
節
考
」
で
述
べ
た
こ
と
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

趙
翼
は
そ
の
著
『
二
十
二
史
剳
記
』（
巻
五
）
に
お
い
て
、
後
漢
時

代
に
は
士
人
の
「
名
節
」
行
動
が
盛
行
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

が
、
そ
う
し
た
「
名
節
」
盛
行
の
要
因
と
し
て
、
趙
翼
以
外
の
論
者
も

含
め
る
と
、
①
光
武
帝
の
節
義
奨
励　

②
選
挙　

③
孝
の
実
践　

④
任

俠
的
気
風
の
存
在
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
肝
腎
の
「
名

節
」
が
何
を
指
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
も
ろ
も
ろ
の
見
解
が
あ

り
、
箇
条
に
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
辞
海･

字
源
・
漢
語
大
詞
典
・
諸
橋
大
漢
和
辞
典
・
広
辞
苑
は
す

べ
て
「
名
と
節
」
と
解
し
「
名
誉
と
節
操
」
の
こ
と
だ
と
考
え
る
。

後
に
紹
介
す
る
森
三
樹
三
郎
氏
の
見
解
も
同
様
で
あ
る
。
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②
本
田
済
「
東
漢
の
名
節
」（『
東
洋
の
文
化
と
思
想
』
二
緝 

一
九
五
二
年
）
は
こ
れ
を
「
名
の
節
」
と
解
し
、「
名
教
的
な
操
行
」

と
考
え
た
。「
名
教
」
と
は
六
朝
期
の
儒
教
の
別
名
の
こ
と
。

③
拙
稿
は
「
名
に
対
す
る
節
」
と
読
み
、「
名
」
は
「
名
実
の
名
」

で
、
君
臣
・
父
子
兄
弟
そ
の
他
の
社
会
的
な
存
在
名
称
。「
節
」
と

は
「
操
行
」
と
い
う
よ
り
も
「
欲
望
を
あ
る
範
囲
内
に
抑
制
す
る
こ

と
」、「
一
人
の
人
間
が
生
き
る
際
に
現
前
す
る
思
考･

判
断･

行
為

の
可
能
的
多
様
性
の
中
か
ら
、
そ
の
人
の
社
会
的
立
場
（
つ
ま
り

「
名
」）
に
応
じ
た
思
考･

判
断･
行
為
の
方
向
性
や
範
囲
を
区
切

り
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
『
節
』
的
な
態
度
」
で
あ
っ

て
、
節
義
の
実
践
に
よ
っ
て
「
名
声
の
名
」
も
生
じ
る
。

中
国
史
に
お
け
る
「
名
分
」
に
つ
い
て
は
、
森
三
樹
三
郎
氏
の
参
照

す
べ
き
見
解
が
あ
る）

6
（

。
以
下
箇
条
に
し
て
示
す
と
、

○ 

「
論
語
に
「
君
君
た
り
、
臣
臣
た
り
、
父
父
た
り
、
子
子
た
り
」
と

い
う
孔
子
の
言
葉
が
み
え
る
（
顔
淵
篇
）。
こ
の
ば
あ
い
、
君
と
い

う
名
に
た
い
し
て
は
君
と
し
て
の
分
が
あ
り
、
臣
と
い
う
名
に
対
し

て
は
臣
と
し
て
の
分
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
名
分
の
思
想
」（
三
一

頁
）

○ 

「
分
と
は
な
に
か
、『
分
け
ま
え
』
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は

『
割
り
あ
て
』
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。・
・
・
し
た
が
っ
て
名
分

と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
名
実
の
こ
と
で
あ
る
。・
・
・
名
分
を
正
す

と
い
う
こ
と
は
、
名
に
ふ
さ
わ
し
い
分
、
す
な
わ
ち
実
を
要
求
す
る

こ
と
で
あ
る
。」（
三
一
頁
）

○ 

名
分
が
古
く
か
ら
儒
家
特
有
の
語
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
れ
は
『
荘
子
』
の
「
春
秋
は
も
っ
て
名
分
を
い
う
」（
天
下
篇
）

か
ら
生
ま
れ
た
誤
解
。
し
か
し
『
春
秋
』
に
は
名
分
の
語
は
一
度
も

使
わ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
儒
家
の
経
典
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
漢
か
ら
宋
に
い
た
る
一
千
年
に
わ
た
っ
て
も
、
儒
家
の
立

場
に
あ
る
も
の
が
名
分
と
い
う
語
を
用
い
た
例
は
発
見
さ
れ
な
い
。

名
分
の
語
は
、
儒
家
以
外
の
戦
国
の
諸
子
百
家
の
書
に
見
え
る
。

（
三
二
頁
）

○ 

孔
子
を
は
じ
め
、
孟
子
や
荀
子
に
お
い
て
も
名
分
と
は
言
わ
な
か
っ

た
。
儒
家
は
な
ぜ
名
分
と
い
う
語
を
用
い
な
か
っ
た
の
か
。
名
分
と

い
う
語
を
最
初
に
使
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
法
家
で
、
儒
家
は
身
分

秩
序
の
維
持
を
重
要
と
認
め
な
が
ら
、
あ
え
て
名
分
の
語
を
使
わ
な

か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
法
家
色
の
強
い
語
で
あ
っ
た
た
め
。（
三
七

頁
）

○ 

儒
家
に
お
い
て
、
名
分
に
重
要
な
位
置
を
与
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
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北
宋
の
司
馬
光
。
の
ち
南
宋
の
朱
子
に
お
い
て
名
分
が
重
ん
ぜ
ら

れ
、
名
に
ふ
さ
わ
し
い
分
を
求
め
る
名
分
論
は
儒
学
の
中
で
大
き
な

比
重
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
南
北
朝
時
代
以
降
の
日
本
の
儒
学
に

も
宋
学
の
名
分
論
を
受
け
つ
い
だ
も
の
が
多
い
。（
三
八
頁
〜
）

以
上
の
森
氏
の
「
名
分
」
に
関
わ
る
儒
学
史
を
ふ
ま
え
て
の
広
闊
な

説
明
は
、
以
下
の
検
討
に
お
い
て
も
大
い
に
参
考
に
な
る
の
だ
が
、
そ

れ
で
は
漢
六
朝
期
の
儒
家
に
お
い
て
「
名
分
」
に
代
わ
っ
て
用
い
ら
れ

て
い
た
語
は
何
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
例
え
ば
『
漢
書
』『
後
漢
書
』

『
三
国
志
』
の
三
史
や
儒
家
の
書
で
は
「
名
実
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

『
論
衡
』
や
『
潜
夫
論
』
で
も
少
な
い
と
は
い
え
「
名
実
」
は
用
い
ら

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
「
名
分
」
が
見
当
た
ら
な
い
。
少
し
時
代
が
下
る

が
、
顔
之
推
の
『
顔
氏
家
訓
』
に
は
「
名
実
篇
」
が
存
在
す
る）

7
（

。
従
っ

て
漢
代
か
ら
六
朝
時
代
に
は
、
儒
家
は
「
名
分
」
を
「
名
実
」
と
称
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
て
も
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
「
名
節
」
は

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
語
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

本
稿
で
の
問
題
関
心
で
あ
る
「
名
分
」
の
「
分
」
の
語
義
に
つ
い
て

言
え
ば
、
森
氏
の
説
明
は
、「
分
」
と
は
「
分
け
ま
え
・
割
り
あ
て
」

で
あ
り
、「
名
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
実
」
を
要
求
す
る
の
が
儒
家
に
お

け
る
「
名
分
＝
名
実
」
の
思
想
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
節
に
お

け
る
「
分
」
の
分
析
結
果
か
ら
す
れ
ば
、「
名
分
」
の
「
分
」
は
あ
る

人
間
関
係
を
前
提
に
し
た
「
責
任
」
や
「
義
務
」
を
表
す
こ
と
に
な

る
。「
名
の
分
」
と
い
う
こ
の
人
間
世
界
の
中
の
あ
る
分
割
さ
れ
た
立

場
や
官
職
な
ど
の
「
名
」
に
付
随
す
る
「
義
務
」
つ
ま
り
「
義
」
が

「
分
」
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。「
君
臣
之
分
」
を
「
君
臣
之
義
」
と

言
い
換
え
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。
普
通
「
名
分
」
と
い
う
場
合
、
名

に
対
す
る
「
わ
け
ま
え
・
わ
り
あ
て
」
で
あ
る
「
分
」
の
内
容
と
し

て
、
人
間
の
倫
理
的
態
度
に
関
す
る
場
合
、
特
に
漢
代
で
は
「
義
」
が

重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
佐
竹
靖
彦
氏
に
よ
る
と
、
董
仲
舒
が
君
主
絶
対
化
の

論
理
と
し
て
、「
義
を
人
の
心
中
に
存
在
す
る
天
理
」
と
解
し
た
た
め

「
各
人
は
、
そ
の
君
主
に
代
表
さ
れ
る
社
会
秩
序
へ
の
帰
属
の
原
理
＝

義
を
、
そ
の
主
観
の
中
に
、
能
動
的
に
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
受
動
的
存

在
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
公
羊
学
の
観
念
的
な
義
一
元
論
が
完
成
し
」、

「
後
漢
か
ら
三
国
の
こ
ろ
に
か
け
て
義
が
い
わ
ゆ
る
忠
義
の
意
を
も
っ

て
頻
用
さ
れ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る）

8
（

。『
潜
夫
論
』「
潜
歎
」
に
「
列
士

之
所
以
建
節
者
義
也
」
と
あ
り
、「
節
を
建
て
る
」
根
底
に
あ
る
の
は

「
義
の
観
念
」
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

名
分
の
「
分
」
は
「
割
り
あ
て
」
と
さ
れ
る
が
、「
君
臣
之
分
」
の

場
合
、
臣
下
は
そ
の
義
務
で
あ
る
「
忠
」
を
果
た
す
こ
と
が
「
君
臣
之
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分
」
に
適
う
の
で
あ
っ
て
、『
潜
夫
論
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
義
の
観

念
か
ら
導
か
れ
る
節
義
行
為
こ
そ
が
「
名
分
」
に
適
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
つ
ま
り
「
名
分
＝
名
節
」
で
あ
っ
て
、「
名
分
」
と
「
名
節
」
は

意
味
的
に
は
重
な
り
、
節
と
分
は
通
用
さ
れ
て
い
た
が
、「
分
」
は
客

観
的
な
義
務
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
の
に
対
し
、「
節
」
は
主
体

的
、
積
極
的
な
人
間
の
心
の
在
り
方
を
表
す
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相

違
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
に
は
「
君
臣
之
分
」「
人
臣
之
分
」「
名
分
」

の
語
が
な
い
と
い
う
理
由
を
考
え
た
場
合
、
後
漢
時
代
に
は
「
分
」
よ

り
も
「
節
」
が
強
調
さ
れ
、
あ
え
て
言
え
ば
、
法
家
等
の
刑
名
や
名
分

の
思
想
は
、
客
観
的
基
準
＝
法
で
も
っ
て
人
間
の
行
動
を
他
律
す
る
の

に
対
し
、
儒
家
に
お
い
て
は
「
義
の
観
念
」
に
よ
る
人
間
の
自
主
性･

自
律
性
に
期
待
す
る
こ
と
か
ら
、
後
漢
時
代
に
は
、「
名
分
」
に
代

わ
っ
て
「
名
節
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
特
に
後
漢
時
代
に
は
、「
名
分
」

の
代
用
語
と
し
て
「
名
節
」
が
用
い
ら
れ
た
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
三
国
志
』
に
は
も
と

よ
り
「
名
分
」
の
語
は
な
い
が
、「
名
節
」
の
語
は
管
見
の
限
り
で
は

『
漢
書
』
に
二
例
、『
後
漢
書
』
に
五
例
、『
三
国
志
』
に
五
例
あ
り
、

前
漢
末
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
た
評
価
の
語

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る）

9
（

。

さ
て
、
そ
の
「
名
節
」
と
『
三
国
志
』
に
見
え
る
「
分
」
と
の
関
係

は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、
名
節
の
語

を
「
名
に
対
す
る
節
」
と
解
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
分
＝

節
」
が
導
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、「
名
」
と
い
う
社

会
的
存
在
名
称
か
ら
く
る
「
社
会
的
関
係
性
」
こ
そ
が
「
名
分
の
分
」

や
「
名
節
の
節
」
の
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
関
係
性
の
中
で
の
あ

る
べ
き
在
り
様
」
と
で
も
言
う
べ
き
心
的
態
度
を
「
義
の
観
念
」
に

よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
漢
代
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の

儒
家
の
「
名
分
」
に
代
わ
る
語
は
「
名
実
」
で
は
あ
っ
た
が
、
特
に
儒

家
的
な
倫
理
的
行
為
に
対
し
て
は
、「
名
節
」
が
名
分
（
名
実
）
に
代

わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

趙
翼
が
指
摘
し
た
「
東
漢
尚
名
節
」
の
「
名
節
」
に
関
す
る
本
稿
の

「
名
節
＝
名
分
」
と
い
う
把
握
は
、
森
氏
の
「
名
節
＝
名
誉
と
節
操
」

と
は
も
ち
ろ
ん
異
な
る
。
し
か
し
本
田
氏
の
「
名
の
節
」
つ
ま
り
「
名

教
的
な
操
行
」
な
る
解
釈
は
、
卑
説
と
親
近
性
が
あ
る
。「
名
教
」
が

六
朝
期
の
儒
教
を
指
す
語
で
あ
る
こ
と
は
諸
家
の
間
で
は
一
致
し
て
い

る
。
後
漢
代
の
士
人
た
ち
の
儒
家
的
操
行
を
競
う
風
を
「
東
漢
尚
名

節
」
が
示
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
、
そ
う
し
た
風
潮
は
、
戦
乱
期
の

人
と
人
と
の
結
び
つ
き
の
保
証
を
重
視
す
る
三
国
時
代
の
士
人
た
ち
の

精
神
に
と
っ
て
も
「
名
分
＝
名
節
」
が
重
視
さ
れ
、
晋
南
北
朝
に
も
継
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承
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
史
料
用
語
と
し
て
の
「
分
」
の
検
討
に
よ
っ
て
、
当
時

の
人
々
の
心
性
を
導
き
出
す
方
法
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
制
度
史

や
社
会
経
済
史
と
い
う
歴
史
学
の
主
た
る
方
法
的
視
角
を
以
て
し
て
も

な
お
掴
み
き
れ
な
い
、
歴
史
の
舞
台
に
生
き
て
い
た
人
々
の
想
い
、
歓

び
悲
し
み
、
こ
れ
ら
を
歴
史
学
の
中
で
把
握
し
表
現
す
る
こ
と
は
、
歴

史
科
学
の
主
題
か
ら
は
ず
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
歴
史
文
学
の
役
割

と
も
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
史
料
の
文
学
的
解
釈
、
場
合
に
よ
っ
て

は
著
作
者
の
想
像
力
を
駆
使
し
た
解
釈
に
よ
る
歴
史
像
の
描
出
は
控
え

る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
歴
史
学
を
学
び
、
研
究
す
る
者
の
義
務
、
本

稿
の
語
で
い
え
ば
「
分
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
分
」
を
踰
え
る
こ
と
は

も
は
や
歴
史
学
の
論
に
は
な
り
得
な
い
、
と
は
多
く
の
歴
史
学
徒
の
常

識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
社
会
は
人
間
個
々
人
や
集
団

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
動
か
さ
れ
る
政
治
・
社
会
・
経
済
・
文
化
な
ど
の

各
分
野
を
多
層
的
に
含
ん
だ
一
大
構
成
体
で
あ
る
。
そ
の
構
成
体
の
仕

組
み
や
展
開
を
叙
述
す
る
の
が
歴
史
学
だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
学
の
作
業

は
人
間
の
感
情
や
心
性
さ
え
も
含
み
こ
ん
だ
多
層
的
構
成
体
の
構
造
と

表
象
に
迫
る
方
法
を
い
く
つ
も
見
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
一
つ
が
歴
史
的
な
言
語
に
よ
る
人
々
の
心
性
や
精
神
の
解
明
で
あ

ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
想
い
か
ら
、
三
国
期
の
「
分
」
の
意
味
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
の
だ
が
、
最
後
に
唐
代
の
均
田
制
下
に
お
い
て
農
民
に
班

給
さ
れ
る
「
分
田
」
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。

『
魏
書
』
巻
五
三
李
安
世
伝
に
、『
魏
書
』
の
著
者
魏
収
に
よ
っ
て

「
高
祖
深
納
之
、
後
均
田
之
制
起
於
此
矣
」
と
評
さ
れ
た
李
安
世
の
上

奏
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
分
」
の
語
が
三
カ
所
に
見

え
る
。

○ 

「
井
税
之
興
、
其
來
日
久
、
田
莱
之
數
、
制
之
以
限
。
蓋
欲
使
土
不

曠
功
、
民
罔
游
力
。
雄
擅
之
家
、
不
獨
膏
腴
之
美
、
單
陋
之
夫
、
又

有
頃
畝
之
分
」

○ 

「
今
雖
桑
井
難
復
、
宜
更
均
量
、
審
其
徑
術
、
令
分
藝
有
準
、
力
業

相
稱
、
細
民
獲
資
生
之
利
、
豪
右
靡
餘
地
之
盈
」

○ 
「
又
所
争
之
田
、
宜
限
年
斷
、
事
久
難
明
、
悉
屬
今
主
。
然
後
虚
妄

之
民
、
絶
望
於
覬
覦
、
守
分
之
士
、
永
免
於
凌
奪
」

「
有
頃
畝
之
分
」「
令
分
藝
有
準
」「
守
分
之
士
」
の
三
箇
所
で
「
分
」
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が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
頃
畝
之
分
」
や
「
守
分
之
士
」
は
単
な
る

「
分
割
」
の
意
味
の
「
分
」
で
は
な
い
と
筆
者
は
読
む
。

「
分
田
」
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
氏
に
「
分
田
攷
」
な
る
見
事

な
論
文
が
あ
り）

10
（

、「
分
田
」
を
国
家
的
土
地
所
有
を
前
提
と
す
る
農
民

の
「
私
的
土
地
占
有
権
」
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
お
そ
ら
く
渡
辺
氏
の

言
う
と
お
り
な
の
だ
ろ
う
が
、
私
は
こ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
の
場
に
具

体
的
に
生
き
た
人
々
の
心
性
や
精
神
も
含
め
て
叙
述
さ
る
べ
き
歴
史
学

か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
分
田
」
は
農
民
に
と
っ
て
あ
る
国
家
体
制
内
に

お
け
る
自
ら
の
生
き
る
場
で
あ
り
、「
義
務
」
で
あ
り
、「
権
利
」
で
も

あ
る
、
そ
う
い
う
農
民
の
国
家
や
社
会
に
対
す
る
「
分
＝
分
か
ち
も
つ

こ
と
」
に
よ
る
田
地
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
、
と
思
い
た
い
の

で
あ
る
。
社
会
科
学
的
な
規
定
性
は
渡
辺
氏
の
論
究
の
通
り
で
あ
ろ

う
。
た
だ
歴
史
の
場
に
生
き
て
い
る
個
々
の
人
間
の
心
意
に
と
っ
て
の

「
分
田
」
の
内
実
が
問
題
で
あ
る
。
国
共
内
戦
に
入
っ
た
ば
か
り
の
頃

の
土
地
革
命
を
経
て
、「
耕
者
有
其
田
」
と
し
て
農
民
が
自
前
で
耕
作

し
た
田
地
は
ま
さ
し
く
「
分
田
」
で
あ
り
、「
農
民
そ
れ
ぞ
れ
が
責
任

を
持
っ
て
国
家
の
た
め
に
耕
作
す
る
田
地
」
の
謂
な
の
で
は
な
い
か
、

農
民
は
中
国
共
産
党
に
よ
る
国
家
建
設
に
参
加
す
る
気
力
を
そ
の
時
大

い
に
発
揚
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

農
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の
家
族
を
養
う
手
段
と
し
て
の
土
地

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
国
家
へ
の
奉
仕
、
社

会
へ
の
参
加
な
ど
の
明
確
な
意
識
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
井
田
制
や
王
田
制
の
伝
統
を
持
つ
中
国
の
統
治
者
と
し
て
は
、
単
に

農
民
に
土
地
を
「
分
与
」
し
て
そ
こ
か
ら
剰
余
生
産
物
を
収
奪
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
農
民
に
よ
っ
て
分
か
ち
持
た
れ
た
土
地
を
媒
介

に
し
て
、
彼
ら
の
労
働
力
を
国
家
や
社
会
の
た
め
に
生
か
し
て
い
く
方

策
と
し
て
「
分
田
」
を
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
中
国
史
上
に
お

け
る
「
均
田
の
理
念
」
に
は
、
そ
う
い
う
意
識
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
1
）「
身
分
」
に
つ
い
て
の
日
本
史
家
の
解
説
と
し
て
、
朝
尾
直
弘
「
身
分

に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」（『
文
学
』
五
二
巻
七
号
「
文
学
の
ひ
ろ
ば
」
岩
波

書
店 

一
九
八
四
年
八
月
、
の
ち
『
朝
尾
直
弘
著
作
集 

第
七
巻 

身
分
制
社

会
論
』
岩
波
書
店 

二
○
○
四
年
二
月
所
収
）
を
参
照
し
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、「
身
分
」
の
語
は
、
中
世
に
お
い
て
は
一
般
に
使
わ
れ
ず
、
近
世

に
固
有
の
し
か
も
後
期
に
な
っ
て
普
及
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
中
国
語
の
「
分
」
や
、
宋
学
の
受
容
と
共
に
入
っ
て
く
る
「
大
義
名

分
」
論
と
の
関
わ
り
で
、
日
本
語
と
し
て
の
「
分
限
」「
職
分
」「
士
分
」

な
ど
の
「
分
」
に
ま
つ
わ
る
語
の
成
立
を
検
討
す
る
の
も
興
味
あ
る
課
題

で
あ
る
。

（
2
）
拙
稿
「
東
漢
名
節
考
」（『
古
代
文
化
』
四
二
巻
三
号 

一
九
九
○
年
）
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（
3
）『
三
国
志
』
に
お
け
る
「
職
分
」
の
例
を
挙
げ
る
と
、
巻
三
五
諸
葛
亮

伝
に
「
今
南
方
已
定
、
兵
甲
已
足
・
・
・
興
復
漢
室
、
還
于
舊
都
、
此
臣

所
以
報
先
帝
而
忠
陛
下
之
職
分
也
」
と
あ
る
。

（
4
）
分
か
ち
合
う
「
分
」
に
関
連
し
て
、
日
本
の
任
俠
社
会
に
お
け
る
「
兄

弟
分
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
東
映
映
画
「
緋
牡
丹
博
徒
」（
一
九
六
八

年
）
の
中
に
、
藤
純
子
と
若
山
富
三
郎
（
熊
虎
親
分
）
が
兄
弟
の
固
め
を

す
る
手
打
ち
の
式
の
神
棚
の
右
側
に
、「
兄
弟
縁
固
誓
盃
熊
坂
虎
吉
六
分
、

矢
野
龍
子
四
分
」
と
大
書
し
た
シ
ー
ン
が
あ
る
。「
兄
弟
分
」
と
い
う
の

は
、
五
分
五
分
の
場
合
が
多
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
格
に
よ
っ

て
四
・
六
、
あ
る
い
は
三
・
七
の
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
、
日
本
の
任
俠
に
関
す
る
研
究
に
よ
っ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
日

本
に
お
け
る
任
俠
的
結
合
関
係
の
在
り
様
か
ら
推
測
し
て
、「
分
」
を
「
あ

る
課
題
共
有
関
係
や
友
愛
関
係
に
対
す
る
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
責
任
や
分

担
の
義
務
」
と
考
え
る
と
、『
三
国
志
』
の
中
の
「
分
」
の
「
分
か
ち
持

つ
」
関
係
の
意
味
も
う
ま
く
解
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
5
）
趙
幼
文
『
曹
植
集
校
注
』（
人
民
文
学
出
版
社 
一
九
八
四
年
）
で
は
、

「
分
過
友
生
」
に
対
し
て
、「
分
猶
志
也
。《
毛
詩
序
》
曰
、『
在
心
爲
志
、

発
言
爲
詩
。』
則
志
猶
今
語
感
情
之
意
。
友
生
、
朋
友
」
と
注
解
し
て
い

る
。

（
6
）
森
三
樹
三
郎
『「
名
」
と
「
恥
」
の
文
化
―
中
国
人
と
日
本
人
―
』（
講

談
社
現
代
新
書 

一
九
七
一
年
）

（
7
）『
顔
氏
家
訓
』「
名
実
第
十
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
名
実
」
は
、「
名

声
と
実
像
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、「
名
に
対
す
る
あ
る
べ
き
実
」

と
し
て
の
「
名
分
」
に
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
け
れ
ど
も
、「
名
に
ふ
さ

わ
し
い
分
＝
実
を
要
求
す
る
」
と
い
う
「
名
分
の
思
想
」
か
ら
外
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

（
8
）
佐
竹
靖
彦
「
義
の
観
念
の
社
会
的
展
開
に
つ
い
て
」（『
史
林
』
第
五
六

巻
第
三
号　

一
九
七
三
年
）

（
9
）「
名
節
」
と
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
『
後
漢
書
』・『
三
国
志
』
と
も
「
節

義
之
士
」
に
関
わ
る
表
現
は
多
い
。
例
え
ば
『
後
漢
書
』
独
行
伝
趙
苞
の

条
の
、
母
を
賊
の
人
質
に
取
ら
れ
た
趙
苞
が
「
昔
爲
母
子
、
今
爲
王
臣
、

義
不
得
顧
私
恩
毀
忠
節
」
と
言
っ
て
、
孝
と
忠
の
狭
間
で
悶
死
し
た
と
い

う
話
。『
三
国
志
』
に
も
、
巻
六
劉
表
伝
注
引
『
傅
子
』
に
韓
嵩
の
言
と

し
て
「
夫
事
君
爲
君
、
君
臣
名
定
、
以
死
守
之
」
と
か
、
有
名
な
諸
葛
亮

の
「
出
師
表
」
に
「
侍
中
尚
書
長
史
参
軍
、
此
悉
貞
良
死
節
之
臣
、
願
陛

下
親
之
信
之
、
則
漢
室
之
隆
、
可
計
日
而
待
也
」
と
あ
り
、「
節
義
」
に

関
す
る
多
様
な
表
現
が
あ
っ
て
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

（
10
）
渡
辺
信
一
郎
「
分
田
攷
―
国
家
的
土
地
所
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
」

（
中
国
史
研
究
会
編
『
中
国
史
像
の
再
構
成
―
国
家
と
農
民
―
』
文
理
閣
、

一
九
八
三
年
所
収
の
ち
同
氏
著
『
中
国
古
代
社
会
論
』
青
木
書
店 

一
九
八
六
年
の
第
三
章
に
「
分
田
農
民
論
」
と
し
て
収
め
る
）。
な
お
、

渡
辺
氏
の
近
著
『
中
国
の
歴
史
①　

中
華
の
成
立 

唐
代
ま
で
』（
岩
波
新

書 

二
○
一
九
年
十
一
月
）
に
お
い
て
は
、
従
来
の
「
均
田
制
」
の
語
を

「
均
田
之
制
」
と
か
「
唐
代
給
田
制
」
と
言
い
換
え
、
意
味
的
に
も
爵
制

な
ど
の
「
差
等
に
も
と
づ
く
給
田
制
の
体
系
」
と
し
て
お
り
、「
分
田
」

の
語
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。し
か
し
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

「
給
田
」
＝
「
分
田
」
と
解
し
て
も
よ
く
、
そ
の
「
給
」
の
対
象
が
農
民

だ
け
で
は
な
く
、
官
人
等
に
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
小
論
で
の

「
分
」
の
国
家
の
存
立
に
果
た
し
た
意
義
は
よ
り
強
め
ら
れ
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。

（
ひ
が
し　

し
ん
じ　

三
重
大
学
名
誉
教
授
）




